
鳥取県不登校児童生徒支援事業費補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規  

則」という。）第４条の規定に基づき、鳥取県不登校児童生徒支援事業費補助金（以下「本

補助金」という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。  

 

（交付目的）  

第２条 本補助金は、県内の義務教育段階にある児童生徒が「不登校児童生徒を指導する民

間施設のガイドライン」に準拠し、鳥取県教育委員会により「本県で出席の扱いが考えら

れる学校外の施設」として通知されている学校以外の施設及び教育支援センターに通う場

合の経費に対する支援を行い、保護者の負担軽減を図ることを目的として交付する。  

 

（補助金の交付）  

第３条 県は、前条の目的を達成するため、市町村又は市町村等教育委員会（以下「市町村

等」という。）が当年度中（４月１日から翌年３月３１日までの期間内）に行う別表の第１

欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）について、当該市町村等に対し、予算の範囲

内で本補助金を交付する。  

２ 本補助金の額は、別表の第２欄に掲げる補助対象経費の額に同表第３欄に定める率を乗

じて得た額（当該額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。同表第４

欄に掲げる額を限度とする。）以下とする。  

 

（交付申請の時期等）  

第４条 本補助金の交付申請は、知事が別に定める日までに行わなければならない。  

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式

第１号及び様式第２号によるものとする。  

 

（交付決定の時期等）  

第５条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から３０日以内に行うもの

とする。  

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。  

 

（承認を要しない変更等）  

第６条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、補助金の減額以外の変更とする。  

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。  

３ 規則第１２条第３項の申請書には、様式第４号による計画書その他知事が必要と認める

書類を添付しなければならない。  

 

 

（実績報告の時期等）  

第７条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる

日までに行わなければならない。  

（１） 規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若

しくは廃止の日から１０日を経過する日  



（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、交付決定を受けた年度の翌年度の４月

１０日  

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、

それぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。  

 

（雑則）  

第８条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、子

ども家庭部長が別に定める。  

 

附則  

 この要綱は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度分の補助金から適用する。  

 

附則  

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

 

附則  

この要綱は、令和５年７月２８日から施行する。  

 

附 則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度の補助金から適用する。  

 

 

 

別表（第３条関係）  

１ 補助事業   第２条の施設に通所する義務教育段階にある児童生徒に対する通  

所経費等補助事業  

２ 補助対象経費  市町村等が、１の事業において児童生徒の通所経費（※）に対す

る補助金等として、当該児童生徒の保護者等へ支給した経費。  

ただし、児童生徒又は親権者が事業実施市町村（組合立学校にお

いては、学区内）に住所を有すること。  

※第２条の施設の通所に要する定額の経費及び交通費、実習費等  

３ 補助率  １／２  

４ 上限額  市町村等が補助金等を支給した児童生徒について、  

【通所費（定期的に支払う定額分）】  

１人あたり月額６，６００円  

【交通費・実習費等】  

市町村等が補助金等を支給した児童生徒について、  

小学生は１人あたり月額１，５００円  

中学生は１人あたり月額３，０００円  

 

 


